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寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録

１　開催日時　　令和７年９月12日（金）午後１時30分から午後２時56分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第２委員会室
３　出席委員（15名）　※番号は席番号
１番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　２番　滝本　多美子　
３番　入江　剛　　　　　　　　　　　　　　４番　南　　昌男（会長）　　　　　　　　　
６番　津澤　謙次　　　　　　　　　　　　　７番　枡井　信仁
８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）　　　９番　川口　茂明（農地調整委員長）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10番　筏　眞智子　　　　　　　　　　　　　11番　田伐　厚子
12番　森田　隆義　　　　　　　　　　　　　13番　小橋　牧子
14番　田中　久治　　　　　　　　　　　　　15番　堤下　敏　
16番　田中　悦子　　　　　　　　　　　　　17番　溝口　透（会長職務代理者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４　欠席委員（１名）
５番　川口　智之　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５　遅刻委員（０名）
６　議事日程
第１　議案第９号　農地法第３条第１項による許可について
第２　報告第17号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第３　報告第18号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
　 ７　農業委員会事務局職員

　  係長　津川　育大　　　    　　　　　　　　職員　田中　孝雅
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時30分　開会　）
議長　　  　　　　　 ただいまから９月の委員会総会を始めさせていただきます。
　　　　　　　　　　 本日は、委員１名が欠席ですので、委員17名のうち16名が出席し、出
席委員は過半数以上で総会は成立いたします。

寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますため、議事を進行させていただきます。
  それでは、議事に入らせていただきます。
議案第９号「農地法第３条第１項による許可について」事務局から説明をお願いします。
事務局
（議案第９号　件番１朗読）
　　　　　　　  　 件番１につきまして、場所は、寝屋川公園内の第２野球場沿いの水道道を北へ少し進んだ一団の農地が広がる一角でございます。

本件は、譲渡人から息子の譲受人へ贈与されるため申請がありました。

全部効率利用要件については、所有及び借受農地に遊休農地及び無断転
用がないことを現地確認しております。

農機具等は、トラクター、耕運機、乾燥機、田植機、籾摺機を各一台所
有されています。

通作距離は約１㎞、車で約５分です。

そして、農作業常時従事要件については、譲受人の父親である譲渡人が
年間200日、譲受人本人と母親、妻が年間100日、従事されるとのことで
す。

地域との調和要件については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬
の使用方法といった、周辺農地の農業上の利用に支障をきたすおそれがな
いと認められるため、問題ございません。

現況は写真のとおりです。
議長　　　　　　　　本件につきまして、９月３日の農地調整委員会で審議しましたので、農
地調整委員長から追加の説明等がございましたらお願いします。
農地調整委員長　　  件番１について、事務局の説明のとおり、全部効率利用要件等を満たし
ており、熱心に農業に取り組まれているため、問題ないと考えます。
議長　　　　　　  　件番１について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
それでは、件番１について、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
議長　　　　　　　　ご異議がないようですので許可いたします。
続きまして、報告第17号「農地法第４条第１項第７号による転用届出に
係る専決報告について」事務局から説明をお願いします。
事務局
　（報告第17号　件番１朗読）
　　　　　　　件番１につきまして、場所は、第二京阪道路沿い南側ディスカウントス
トアの東側、小路明和公園の西側でございます。

本件は、８月18日に受付をし、８月19日に地区担当委員と現地確認を
行い、９月３日に会長専決により届出を受理いたしました。

当該地は、12台駐車予定の露天駐車場へ転用されます。

雨水排水については、東側の水路へ排水される予定です。

現況は写真のとおりです。
（報告第17号　件番２朗読）
　　　　　　　　　　件番２につきまして、場所は、市立第七中学校の北東側でございます。

本件は、８月19日に受付をし、８月20日に地区担当委員と現地確認を
行い、８月28日に会長専決により届出を受理いたしました。

当該地は、後ほど報告18号、件番６でご報告いたします、隣接地と併せ
て共同住宅に転用されます。

雨水排水については、貯留槽から北側の雨水本管へ排水される予定です。

現況は写真のとおりです。
以上でございます。
議長　　　　　　　　件番１につきまして、地区担当委員から追加の説明等がございましたら
お願いします。
地区担当委員　　 　 周囲に農地が残っているため、雨水の処理について心配でしたが、水路
に排水されるということですので、問題ないと考えます。
　　　　　　　　　
議長　　　　　　　　件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、件番２について、地区担当委員から追加の説明等がござい
ましたらお願いします。
地区担当委員　　 　 周辺は住宅が立ち並んでいるため、雨水については問題なく処理ができ
ると考えます。
　　　　　　　　　
議長　　　　　　　　件番２について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　ご質問がないようです。
続きまして、報告第18号「農地法第５条第１項第６号による転用届出に
係る専決報告について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　　　件番１・２につきまして、同事業に供されるため、一括してご説明申し
上げます。


（報告第18号　件番１・２朗読）
　　　　　　　件番１・２につきまして、場所は、打上川治水緑地の西側、秦公民館の東側でございます。

　本件は、７月25日に受付をし、８月１日に地区担当委員と現地確認を行
い、８月14日に会長専決により届出を受理いたしました。

　　　　　　　本二件は露天資材置場に転用されます。

　　　　　　　その後、件番１の譲受人が、件番２の土地を、件番２の譲受人から買受
け、一括して老人ホームを建てられる予定とのことです

　　　　　　　雨水排水については、側溝を通り、北側の雨水桝へ放流される予定です。

　　　　　　　現況は写真のとおりです。
続きまして件番３・４・５につきまして、元々一筆の土地であったため、
一括してご説明申し上げます。
（報告第18号　件番３・４・５朗読）
　　　　　　　　　　件番３・４・５につきまして、場所は、市立啓明幼稚園の北側、大阪府
道15号八尾茨木線の西側でございます。

　　　　　　　　　　本件は、８月５日に受付をし、８月15日に地区担当委員と現地確認を行
い、８月21日に会長専決により届出を受理いたしました。

現況は写真のとおり、既に住宅敷地の一部となっており、昭和44年頃、
宅地造成した際に届出を失念していたとのことで、経過書の提出を受けて
います。

元々一筆の土地でしたが、今後件番３・４・５の目的に供するため、三
筆に分筆されました。

　　　　　　　　　　件番３につきましては、息子が譲り受け、父親である譲渡人と別世帯で
居住するための共同住宅に転用されます。

　　　　　　　　　　雨水排水については、南側の雨水本管へ放流される予定です。

　　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。

件番４につきましては、譲受人が買受け、一戸建て住宅２棟に転用され
ます。

　　　　　　　　　　雨水排水については、南側の雨水本管へ放流される予定です。

　　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。

　件番５につきましては、当該地の隣家である譲受人へ無償で譲渡され、
住宅敷地の一部に転用されます。

　　　　　　　　　　雨水排水については、南側の雨水本管へ放流される予定です。

　　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。
（報告第18号　件番６朗読）
件番６につきまして、場所は、市立第七中学校の北東側でございます。
本件は、８月19日に受付をし、８月20日に地区担当委員と現地確認を
行い、８月28日に会長専決により届出を受理いたしました。
当該地は譲受人が買受け、先程報告17号件番２でご報告しました、隣
接地と併せて共同住宅に転用されます。
雨水排水については、貯留槽から北側の雨水本管へ排水される予定です。
　　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。
　　　　　　　　　　以上でございます。
　
議長　　　　　　　  件番１・２につきまして、地区担当委員から追加の説明等がございましたらお願いします。
地区担当委員　　　  ２、３年前までは先代が耕作をされていましたが、息子が相続されてか
らは写真のとおりの状態になっています。周囲に農地はないため、特に問題ないと考えます。
議長　　　　　　　　件番１・２について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、件番３・４・５につきまして、地区担当委員から追加の説
明等がございましたらお願いします。
地区担当委員　　　  事務局の説明のとおりで、現況宅地となっており、周囲に農地もないた
め、特に問題ないと考えます。
議長　　　　　　　　件番３・４・５について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、件番６につきまして、地区担当委員から追加の説明等がご
ざいましたらお願いします。
地区担当委員　　　  先ほど報告第17号件番２で申し上げました通り、周辺は住宅が立ち並ん
でいるため、雨水については問題なく処理ができると考えます。
議長　　　　　　　　件番６について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
　　　　　　　　　　続きまして、その他事務局から何か報告等ございますか。
　事務局　　　　　　事務局から３点ございます。
　　　　　　　　　　１点目は、今月末に実施します農地パトロールの日時につきまして、改
めて周知させていただきます。
（各班の農地パトロール実施日時周知）
　　　　　　　　　　２点目は、10月24日（金）に開催される大阪府農業委員会大会につきま
して、予定通り、本市農業委員会も参加いたしますので、日程の確保をお
願いいたします。改めて10月の総会時にも周知させていただきます。
３点目は、視察研修につきまして、日程は１月30日（金）、行先は姫路
市農業振興センターに決まりましたので、ご報告いたします。
　　　　　　　　　　以上でございます。
議長　　　　　　  以上をもちまして、９月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時02分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。

令和７年９月12日

寝屋川市農業委員会
会長　南　　昌　男
署名委員　　　　　　　　　　　　
署名委員　　　　　　　　　　　　
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